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よくある質問事項 
 

質問事項 回答 

１ 
社会⼈学⽣（社会⼈経験があった者を
含む）や年齢の制限はあるのでしょう
か？ 

本プロジェクトにおいては、質問のような制限は設け
ていません。ただし、年間 240 万円を超える給与及
び役員報酬等の安定的な収⼊を得ていると認められる
者については、申請することができません。 

２ 

社会⼈学⽣が、所属企業等から⼗分な
⽣活費相当額（240万円/年）を受給
可能な制度があるにもかかわらず、受
給していない場合は、申請できるので
しょうか？ 

本プロジェクトでは、⽣活費相当額を⽀給することで
学⽣が研究に専念できる環境を整備することを⽬的と
しているため、これを所属企業等から受給可能な制度
がある場合は、申請することはできません。 

３ 
他⼤学の修⼠課程からの、2022 年 4
⽉⼊学者も、申請することは可能でし
ょうか？ 

申請可能です。 

４ 留学⽣も申請可能でしょうか？ 

国籍要件は、設けていませんので、申請可能です。 
ただし、国費外国⼈留学⽣制度による⽀援を受ける留
学⽣等は、重複受給等を避ける観点から、本事業の対
象外となります。 
また、本プロジェクトの⽬的である「我が国の科学技
術・イノベーションの将来を担う優秀な志ある博⼠後
期課程学⽣の⽀援を強化する」を踏まえ、⽀援対象学
⽣は修了後も、我が国の科学技術・イノベーションの
創造に直接携わる意思、能⼒を有することが必要で
す。 
なお、⽇本国内に⼊国していない留学⽣につきまして
は、渡⽇した⽉から⽀援開始となります。 

５ 

博⼠課程 3 年次（医⻭薬学府の場合、
4 年次）の場合、在学期間は、残り 1
年だけですが、申請することはできる
のでしょうか？  

博⼠課程 3 年次（医⻭薬学府の場合、4 年次）も申請
可能です。残り１年間だけのコース在籍となりますの
で特例として、「創発科⽬」における⽇本語サマリ
（⽇本語、英語 各１⾴）ならび 3 分間での研究発表
動画の投稿（３MT thesis）（⽇本語・英語いずれ
か）を⾏うことでコース⽣としての義務を果たしたこ
ととするように配慮します。 

６ 

財団法⼈等が実施する奨学⾦を受給し
ている場合、または、⺠間企業等で年
間 200 万円以下の収⼊がある場合
は、申請できるのでしょうか？ 

財団法⼈等の奨学⾦受給者は、財団法⼈等が奨学⾦と
本学が⽀給する⽣活費相当額の併給を認めているかど
うかを確認してください。財団法⼈等が併給を認めて
いない場合は、併給することはできません。また、収 
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⼊基準額は安定的な収⼊合計が年間240万円となりま
すので、収⼊が年間240万円以下、またはアルバイト
等のみの収⼊合計が240万円を超える場合であって
も、申請可能です。 

7 
申請にあたって、収⼊に関する証明書
等の提出は必要でしょうか？ 

申請の時点で、収⼊に関する証明書の提出は求める予
定はありません。ただし、例えば、コース⽣となった
後、社会⼈学⽣となり、年間 240 万円を超える安定
的な収⼊を得ることとなった場合は、コース⽣として
の資格を喪失することとなりますので、速やかに事務
局へ申し出るようにしてください。 

8 
⽇本学術振興会の特別研究員に採⽤と
なった場合はどうなるのでしょうか？ 

質問事項７のとおり、コース⽣として⽣活費相当額が
⽀給される資格を喪失することとなります。ですが、
特別研究員にされた後も、本コース⽣としての活動を
継続していただくことは可能です。 
本プログラムからの⽣活費相当額の⽀給を辞退して戴
くことになりますが、これに伴い、⽋員が⽣じること
となるため、補⽋合格者とした学⽣からの⽋員補充、
または、再募集等することもあり得ます。 

9 
コース⽣に採⽤となった場合、TA・
RA は継続していいのでしょうか？ 

継続しても差し⽀えありません。TA・RA、アルバイ
ト、⾮常勤、有償インターンシップ等の収⼊は、収⼊
基準額には問われません。 

10 
コース⽣に採⽤となった後、アルバイ
トを⾏うことは可能でしょうか？ 

研究活動やキャリア開発・育成コンテンツへの取組に
⽀障がないのであれば、特段問題ありません。TA・
RA、アルバイト、⾮常勤、有償インターンシップ等
の収⼊は、収⼊基準額には問われません。 

11 

コース⽣は、「キャリア開発・育成コ
ンテンツ」である創発科⽬やリサーチ
プロポーザル等の科⽬が必修とのこと
ですが、2 年次、3 年次であってもこ
れらの科⽬を全て履修しなければなら
ないのでしょうか。標準修業年限の間
にこれらの科⽬の単位を取得できなか
った場合は、⽣活費相当額や研究費を
返還しなければならないのでしょう
か？ 

本年度（令和４年度）が最終学年となる 3 年次（医⻭
薬学府の場合、4 年次）については、質問事項５に記
載の配慮をします。 
ただし、最終学年在籍者以外の学⽣については、必要
な科⽬を取得することが必要です。 
なお、標準修業年限の間にこれらの科⽬の単位を取得
できなかった場合でも、⽣活費相当額や研究費を返還
する必要はありませんが、質問事項 18 に記載のとお
り、各年度で実施する継続審査において、⽀援打ち切
りとなる可能性があります。 



3 

12 

授業料⽀援が⽬的の助成⾦（授業料免
除、基⾦等による授業料⽀援のための
奨学⾦）を受給することは可能でしょ
うか？ 

本事業は「研究に専念できる環境を整備」するもので
あり、授業料に対する援助を⾏うものではないことか
ら、問題ありません。 

13 
⽀給開始は何⽉からになるのでしょう
か？ 

4 ⽉にコース⽣として認定された場合、実際の⽀給は
5 ⽉（または 6 ⽉）となります。ですが、認定⽉は 4
⽉となるため、5 ⽉(6 ⽉）に 4 ⽉からの⽀給分を積算
して⽀給します。その後は毎⽉ 1 か⽉分を⽀給しま
す。 
ただし、⽇本国内に⼊国していない留学⽣につきまし
ては、渡⽇した⽉が⽣活費相当額の⽀給開始⽉となり
ます。なお、研究費については、渡⽇後に配分します
ので、渡⽇後に執⾏が可能となります。 

14 
「先導的⼈材育成フェローシップ事
業」のような分野の指定はあるのでし
ょうか？ 

「先導的⼈材育成フェローシップ事業」と異なり、本
プロジェクトにおいては、分野の指定は設けていませ
ん。ただし、申請書（申請様式１）においては、審査
区分において、審査を希望する４分野から、１つの分
野を指定してください。 

15 
「先導的⼈材育成フェローシップ事
業」と本プロジェクトへの併願はでき
ますか？ 

どちらか 1 つにしか申請できません。 

16 
休学した場合でもコース⽣としての経
済⽀援を継続して受けることができま
すか？ 

休学する場合、原則として休学期間中の⽀援を停⽌し
ますが、休学期間終了後は⽀援を再開します。 
休学の理由・期間等によっては、JST との協議が必要
となることもありますので、個別にご相談ください。 

17 

コース⽣として採択された後に退学す
ることになった場合、⽣活費相当額及
び研究費を返還する必要があります
か？ 

原則としていずれも返還は不要です。ただし、⽣活費
相当額及び研究費を不正に受給していたことにより退
学処分となるような場合には、⽣活費相当額及び研究
費の全部または⼀部の返還を求めることがあります。 

18 

⼀度コース⽣として採択されたら、標
準修業年限の期間中は⽣活費相当額及
び研究費が⽀援されるという理解でい
いのでしょうか？ 

コース⽣として適切に研究活動等を進められているか
を、毎年度、継続審査を実施し、確認する予定です。
この継続審査において研究活動等の状況が著しく不振
であるなどの理由により⽀援を継続すべきでないと判
断された場合は、途中で⽀援が打ち切られる可能性が
あります。 

 


